
海老名市教育委員会

（平成26年 ９月 定例会議事日程）

日時 平成26年９月19日(金)

午後１時00分

場所 海老名市役所702会議室

日程第 １ 議案第 26 号

日程第 ２ 議案第 27 号 海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関す
る規則の一部改正について

海老名市教育支援センター条例施行規則の制定について



平成26年９月19日提出

提案理由

議案第 26 号

海老名市教育支援センター条例施行規則の制定について

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　海老名市教育支援センター条例の施行に関し必要な事項を定めたいため

別紙のとおり、海老名市教育支援センター条例施行規則の制定について、議

決を求める。
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海老名市教育支援センター条例施行規則の制定について 

１ 制定の理由 

平成 26 年第３回市議会定例会において海老名市教育支援センター条例が

議決され、平成 26 年 12 月 15 日に施行されることに伴い、条例の施行に関

し必要な事項を定めるため、海老名市教育支援センター条例施行規則を制定

する。 

２ 制定の内容 

   海老名市教育支援センターの開所時間、職員、運営協議会等に関し、必

要な事項を定める。 

３ 制定案文 

別紙のとおり 

４ 施行期日 

平成 26 年 12 月 15 日 

５ その他 

海老名市青少年相談センター条例施行規則は、海老名市教育支援セン 

ター条例施行規則の附則により廃止する。 

平成 26年 9月 19日
定例教育委員会資料
教 育 指 導 課
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海老名市教育支援センター条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、海老名市教育支援センター条例（平成26年条例第20号。以下「 

条例」という。）第６条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。 

 （開所時間） 

第２条 海老名市教育支援センター（以下「支援センター」という。）の開所時間は、 

午前９時から午後５時までとする。ただし、土曜日については、午前９時から正午

までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開所時

間を変更することができる。 

 （休業日） 

第３条 支援センターの休業日は、次のとおりとする。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(３) １月１日から同月３日までの日  

 (４) 12月29日から同月31日までの日  

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に

休業し、又は休業日を変更することができる。 

（職員） 

第４条 支援センターの事業を行わせるため、条例第４条の規定に基づき、次に掲げ

る職員を置く。 

(１) 教育支援センター所長 

(２) 教育支援センター主任相談員 

(３) 教育支援センター相談員 

(４) 教育支援センター主任指導員 

(５) 教育支援センター指導員 
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(６) 教育支援センター専門補導員 

(７) 教育支援センター補導員 

（運営協議会の組織） 

第５条 条例第５条第３項に規定する関係行政機関の職員及び学識経験のある者とは、 

 次に掲げる者とする。 

(１) 海老名警察署青少年担当課長 

(２) 市内高等学校長 

(３) 市内小学校長 

(４) 市内中学校長  

(５) 保護司  

(６) 民生委員児童委員 

(７) その他教育長が必要と認める者 

（会長及び副会長） 

第６条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第７条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

（報酬） 

第８条 第４条第２号から第７号までに掲げる職員の報酬等については、海老名市非

常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第40号）の定

めるところによる。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 
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 （施行期日） 

１ この規則は、平成26年12月15日から施行する。 

 （海老名市青少年相談センター条例施行規則の廃止） 

２ 海老名市青少年相談センター条例施行規則（平成14年教委規則第11号）は、廃止

する。
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海老名市教育支援センター条例施行規則（案）及び青少年相談センター条例施行規則 比較表 

海老名市教育支援センター条例施行規則 海老名市青少年相談センター条例施行規則 

（趣旨） 
第１条 この規則は、海老名市教育支援センター条例（平成26年条例第
20号。以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、条例の施行
に関し必要な事項を定める。 

 （開所時間） 
第２条 海老名市教育支援センター（以下「支援センター」という。）
の開所時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、土曜日
については、午前９時から正午までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めると
きは、開所時間を変更することができる。 

 （休業日） 
第３条 支援センターの休業日は、次のとおりとする。 
(１) 日曜日 
(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する
休日 

(３) １月１日から同月３日までの日  
(４) 12月29日から同月31日までの日  

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めると
きは、臨時に休業し、又は休業日を変更することができる。 
（職員） 
第４条 支援センターの事業を行わせるため、条例第４条の規定に基づ
き、次に掲げる職員を置く。 
(１) 教育支援センター所長 
(２) 教育支援センター主任相談員 
(３) 教育支援センター相談員 
(４) 教育支援センター主任指導員 
(５) 教育支援センター指導員 
(６) 教育支援センター専門補導員 
(７) 教育支援センター補導員 
（運営協議会の組織） 

第５条 条例第５条第３項に規定する関係行政機関の職員及び学識経
験のある者とは、次に掲げる者とする。 
(１) 海老名警察署青少年担当課長 

（趣旨） 
第１条 この規則は、海老名市青少年相談センター条例（平成14年条例第
15号。以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、必要な事項を定
める。 

 （開設時間） 
第２条 海老名市青少年相談センター（以下「相談センター」という。）
の開設時間は、午前９時から午後５時15分までとする。ただし、教育委
員会が必要があると認めたときは、開設時間を変更することができる。

（休業日） 
第３条 相談センターの休業日は、次のとおりとする。 
 （１） 日曜日及び土曜日 
 （２） 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休

日 
 （３） 12月28日から翌年の１月４日まで（前号に掲げる日を除く。） 
２ 前項の規定に関わらず、教育委員会が特に必要があると認めるとき
は、臨時に休業し、又は休業日を変更することができる。 

（相談員等） 
第４条 条例第４条の規定に基づき設置する相談員等は、次のとおりとす
る。 
 （１） 青少年相談センター主任相談員 
 （２） 青少年相談センター相談員 
 （３） 青少年相談センター主任指導員 
 （４） 青少年相談センター指導員 
 （５） 青少年相談センター専門補導員 
 （６） 青少年相談センター補導員 

（運営協議会の組織） 
第５条 条例第５条第２項に規定する関係行政機関の職員及び学識経験
のある者とは、次に掲げる者とする。 

 （１） 海老名警察署青少年担当課長 

参考資料
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(２) 市内高等学校長 
(３) 市内小学校長 
(４) 市内中学校長  
(５) 保護司  
(６) 民生委員児童委員 
(７) その他教育長が必要と認める者 
（会長及び副会長） 
第６条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定め
る。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたと
きは、その職務を代理する。 
（会議） 

第７条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる
（報酬） 
第８条 第４条第２号から第７号までに掲げる職員の報酬等について
は、海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条
例（昭和31年条例第40号）の定めるところによる。 
（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定
める。 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、平成26年12月15日から施行する。 
 （海老名市青少年相談センター条例施行規則の廃止） 
２ 海老名市青少年相談センター条例施行規則（平成14年教委規則第11
号）は、廃止する。 

 （２） 市内高等学校長 
（３） 市内小学校長 
 （４） 市内中学校長 
 （５） 保護司 
 （６） 民生（児童）委員 
 （７） その他教育長が必要と認める者 
 （会長及び副会長） 
第６条 委員の互選により、運営協議会に会長及び副会長を置く。 
 （１） 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
 （２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（会議） 
第７条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
 （報酬） 
第８条 相談員等の報酬等については、海老名市非常勤特別職等の職員の
報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第40号）の定めるところ
による。 
 （委任） 
第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定め
る。 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、平成14年４月１日から施行する。 
 （海老名市青少年相談所条例施行規則の廃止） 
２ 海老名市青少年相談所条例施行規則（平成９年教委規則第８号）は、
廃止する。 
 （海老名市青少年相談所条例施行規則の廃止に伴う経過措置） 
３ 前項の規定による廃止前の海老名市青少年相談所条例施行規則第５
条の規定により委嘱された補導員は、第４条第６号の規定により委嘱さ
れた補導員とみなす。 
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平成26年９月19日提出

提案理由

海老名市青少年相談センターの廃止及び海老名市教育支援センターの
設置に伴う所要の措置

議案第 27 号

海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規
則の一部改正について

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

別紙のとおり、海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する

規則（昭和46年教委規則第１号）の一部を改正する規則について、議決を求

める。
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海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の 

一部改正について 

１ 改正の理由 

   海老名市青少年相談センターの廃止及び海老名市教育支援センターの設

置に伴う所要の改正 

２ 改正の内容 

第６条、別表第１及び別表第２の「青少年相談センター」を「教育支援セ

ンター」に変更 

３ 改正案文 

別紙「改正文」及び「新旧対照表」のとおり 

４ 施行期日 

平成 26 年 12 月 15 日 

平成 26年 9月 19日
定例教育委員会資料
教 育 指 導 課
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   海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を 

   改正する規則 

海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則（昭和46年教委規則

第１号）の一部を次のように改正する。 

第６条を次のように改める。 

（教育支援センター） 

第６条 海老名市教育支援センター条例（平成26年条例第20号）により設置された教

育支援センターは、教育指導課に属する。 

 別表第１教育指導課の部教育支援係の項中「青少年相談センター」を「教育支援セ

ンター」に改める。 

別表第２海老名市青少年相談センター運営協議会の項を次のように改める。 

海老名市教育支援セ

ンター運営協議会 

教育支援センターの運営に関

する調査審議を行うこと。 

教育指導課 

附 則 

 この規則は、平成26年12月15日から施行する。 
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海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則 新旧対照表 

新 旧 

○海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則  

昭和 46年 10 月１日

教委規則第１号

（趣旨）  

第１条から第５条まで 略 

 （教育支援センター）  

第６条 海老名市教育支援センター条例（平成 26 年条例第 20 号）により

設置された教育支援センターは、教育指導課に属する。  

第７条から第 12条まで 略 

   附 則  

１ この規則は、平成 26 年 12 月 15 日から施行する。 

○海老名市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則  

昭和 46年 10 月１日

教委規則第１号

 （趣旨） 

第１条から第５条まで 略 

 （青少年相談センター）  

第６条 海老名市青少年相談センター条例（平成 14 年条例第 15 号）によ

り設置された青少年相談センターは、教育指導課に属する。 

第７条から第 12条まで 略 

   附 則  

１ この規則は、平成 26 年７月１日から施行する。  

1
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別表第１（第４条関係） 

（略） 

教育指導課 教育指導

係 

（略） 

教育支援

係 

(１) 児童生徒指導に関すること。

(２) 特別支援教育に関すること。

(３) 教育支援センターに関すること。 

児童育成

係 

（略） 

別表第２（第５条関係） 

名   称 主 な 所 掌 事 務 所管機関 

海老名市文化財 

保存整備委員会 

文化財の保存整備と活用に関す

る事業の基本方針及び環境整備

計画 その他必要な事項に関し

調査審議を行うこと。 

教育総務課 

海老名市史編さん

審議会 

市史編さん事業の基本方針及び

事業計画等の調査審議を行うこ

と。 

教育総務課 

海老名市奨学生選

考委員会 

奨学生としての適否の審査を行

うこと。 

教育指導課 

海老名市教育支援

センター運営協 

議会 

教育支援センターの運営に関す

る調査審議を行うこと。 

教育指導課 

別表第１（第４条関係） 

（略） 

教育指導課 教育指導

係 

（略） 

教育支援

係 

(１) 児童生徒指導に関すること。

(２) 特別支援教育に関すること。

(３) 青少年相談センターに関すること。 

児童育成

係 

（略） 

別表第２（第５条関係） 

名   称 主 な 所 掌 事 務 所管機関 

海老名市文化財 

保存整備委員会 

文化財の保存整備と活用に関す

る事業の基本方針及び環境整備

計画 その他必要な事項に関し

調査審議を行うこと。 

教育総務課 

海老名市史編さん

審議会 

市史編さん事業の基本方針及び

事業計画等の調査審議を行うこ

と。 

教育総務課 

海老名市奨学生選

考委員会 

奨学生としての適否の審査を行

うこと。 

教育指導課 

海老名市青少年相

談センター運営協

議会 

青少年相談センターの運営に関

する調査審議を行うこと。 

教育指導課 
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